
今年も河川に関する様々な情報を､皆様にわかりやすくお届け

したいと思っておりますので、引き続き『南陽出張所通信』を
よろしくお願いいたします！！

南陽出張所 一同

～連絡内容～
①発生・発見の日時

②発生・発見の場所

③事故の内容(原因､油の種類と規模)

などをご連絡ください!!

・油を水で流したりすると被害拡大に
つながりますので､絶対にやめて下さい!!

・個人で対応可能な場合は側溝等に流れ

出さないように新聞紙や布で拭き取り､

油回収をして下さい!!
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nanyou/HPアドレス：

南陽出張所 検索詳しいことは

暖房など使う機会が増えるこの季節に､毎年のように油の流出事故が多発しています！

その原因の多くがホームタンクからポリタンクへ小分けをする時にその場所を離れたり、栓の

閉め忘れなどによる人的な『うっかりミス』などの不注意によるものです。

事故を起こすと油の撤去に多額の費用がかかる場合があります。

その費用は事故を起こした原因者が責任を持って負担しなければなりません。

★事故を起こした場合や発見した場合は★

消防署(１１９番）・警察署(１１０番)

または、お近くの

国土交通省や県の機関・市町村

にご連絡下さい!!
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∞∞∞うっかりミスにより∞∞∞
ケース①：ホームタンクからポリタンクに小分け中にその場を離れてし
まい、灯油120リットルを河川に流出させてしまった。
→約４５，０００円の請求
（内訳：オイルフェンス４ｍ、浮き堰１個、吸着マット１１枚）

ケース②：ホームタンクからポリタンクに小分けした後、ホームタンク
のバルブの閉めが緩く､軽油150リットルを河川へ流出させてしまった。
→約１５０，０００円の請求（内訳：オイルフェンス３０ｍ）

オイルフェンスや吸着マット等の設置・処分の
多額の費用が請求されます!!

注意！上記の請求額は国が求めた原因者負担額であり、これ以外に県や市町村からも請求される場合があります。


